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産業建設常任委員会 

所管事務調査資料 
 

（令和 7 年 4 月 22 日） 
 

 

 

 

（事務調査） 

①  第８次厚真町農業振興計画策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業経済課農業グループ 
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１ 計画策定の趣旨 

 

厚真町では、将来にわたって活力と潤いに満ちた魅力ある農業・農村づくりを目指

し、厚真町総合計画における農業振興方針を基に、令和４年３月に第８次厚真町農業振

興計画を策定し、各種農業振興施策に取り組んでいるところです。 

この第８次計画策定期間中の令和３年１２月に、国は、水田活用の直接支払交付金の

見直し方針（以下、「水活の見直し」と言う。）を決定しましたので、水活の見直し影

響を考慮し、引き続き水活の見直しの対応策を検討してまいりました。 

令和５年２月には、国の水活の見直しに対応するための「厚真町農業再生協議会の基

本方針」を定め、令和５年度以降も、水活交付対象水田の水張り管理、畑地化や基盤整

備についての地域協議を進めています。 

このため、令和３年度に決定された第８次計画に、水活の見直しを含む国の新たな

法令やＪＡの新たな農業振興計画と整合性を持たせるため「第８次厚真町農業振興計画

【増補版】」を策定しました。 

 

策 定 主 体 厚真町農業振興協議会 

増補版作成期間 令和５年度～令和６年度 

計 画 期 間 令和４年度～令和８年度（第８次計画の期間に準じる） 

計画策定方法 

・第８次計画と同様に、農業生産者の意見を聴取する「厚真町

農業振興計画策定委員会」を設置 【委員 16名】 

・各農業関係機関実務担当者で「第８次農業振興計画策定担当

者会議」を編成 

・両者が一体的に現下の農業・農村を取り巻く内外の諸情勢の

変化等に鑑み、諸問題の分析・検討等を行った 

・策定委員会…全３回、策定担当者会議…全３回を開催 

・パブリックコメントによる意見募集…R6.9.13～R6.10.15

（期間中の意見提出なし） 

 

２ 「増補版計画」と「厚真町農業再生協議会の基本方針」との関連 

 

 

 

 

  

  

 

①第８次計画

の該当箇所 

②増補版の 

該当箇所 

③再生協の基本方針の 

該当箇所 
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厚真町農業振興協議会資料より抜粋（R7.3.26開催） 



4 

 

３ 「第８次計画」・「増補版計画」・「再生協の基本方針」の内容対比表 

 

第８次計画 増補版計画 再生協の基本方針 

人づくり 

 ① 農家後継者や新規参

入者の受入体制強化

(P39) 

① 経営者の右腕確保に向

けた支援体制の構築(P2) 

３ 農業人口減少社会にお

ける持続可能な農業経営に

ついて 

（２）新規就農者の育成につ

いて  

食づくり 

 ② 土壌診断の推進等に

よる畑作物生産体制の確

立(P46) 

① 土壌診断に基づく土づ

くりと肥培管理の徹底

(P3) 

② 耕畜連携による堆肥利

用の拡大と生産基盤の強

化(P4) 

③ 収穫量の増加を目指し

た産学官連携(P5) 

２ 収量増に向けての取り組

みについて 

システムづくり 

 ① 土づくりに向けた施策

(P66) 

① みどりの食料システム

戦略とゼロカーボンの推進

(P6) 

－ 

 ④ 農業生産基盤整備の

推進(P69) 

① 水活の交付対象水田維

持に向けた新規整備地区

の推進と水田機能の強化

(P7) 

１ 水田活用の直接支払交

付金の見直しに関する厚真

町の対応 

（６）令和６年度以降の水張

について 

イ 基盤整備田等水田機能

強化事業の継続について 

 ⑦ 農地の確保と流動化

(P74) 

① 畑地化を契機とした農

地売買の加速と土地改良

費負担者の整理(P8) 

３（１）１０年後の農地利用を

見据えた人・農地プランの重

要性について 

 ⑧ 有害鳥獣被害防止対

策の研究/強化(P75) 

①エゾシカ等の食肉利用を

含めた処理の検討と人と

のあつれきの軽減(P9) 

－ 

 ⑨ スマート農業の普及

推進(P76) 

① スマート農業による環

境負荷低減の推進(P10) 

② GX（グリーントランス

フォーメーション）への取

組み(P11) 

３（３）スマート農業の普及推

進について 

地域づくり 

 ⑤ 営農区の推進と農事

組合活動(P81) 

① １０年先を見据えた地

域内農地の維持管理に向

けて(P12) 

－ 
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４ 増補版のレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

①大項目 

②中項目 ③第８次計画に対する 

増補箇所の説明 

④小項目 

⑤重点項目 

⑥計画目標（数値目標等） 

 

  

 

 

 



6 

 

５ 増補版の成果目標 

 

システムづくり （５点） 

 中項目 小項目 計画目標 

 （１）土づくりに向けた

施策 

① みどりの食料システム戦

略とゼロカーボンの推進 

Ｊ－クレジットの活用 

・・１メニュー以上の実施を検討 

 ④ 農業生産基盤整

備の推進 

① 水活の交付対象水田維

持に向けた新規整備地区の

推進と水田機能の強化 

水田地帯としての水張り可能

水田の維持 

・・畑地化を除く水田の９０％

を水張り管理 

 ⑨ スマート農業の普

及推進 

① スマート農業による環境

負荷低減の推進 

既に導入されているスマート

農業技術の普及 

・・水田水管理の省力化実施件

数 ７件 

   新たな技術導入支援の検討 

・・新たなメニューの導入支援・

既存メニューからの切替 

  ② GX（グリーントランスフォ

ーメーション）への取組み 

GX施設の導入・検討 

・・ １件 

地域づくり （２点） 

 ⑤ 営農区の推進と農

事組合活動 

① １０年先を見据えた地域

内農地の維持管理に向けて 

地域計画の見直し協議 

・・年に１回以上の全体会議 

開催 

   農用地利用改善団体の育成・

強化 

・・新たに２団体以上の設立 

 

 

（参考）第８次計画の成果目標＿大項目ごとの目標数 

人づくり     ・・・  ３項目 

   食づくり     ・・・  １１項目 

システムづくり ・・・  ９項目 

地域づくり    ・・・  ２項目   

              ２５項目 

 

 

※令和６年度が計画の中間年にあたるため、令和７年度に中間評価（検証）を実施予定 
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【参考】 「厚真町農業再生協議会の基本方針（令和５年２月決定）」 （抜粋） 

 

１ 水田活用の直接支払交付金の見直しに関する厚真町の対応 

 

（６） 令和 6年度以降の水張について 

イ 基盤整備田等水田機能強化事業の継続について  

 基盤整備済田、基盤整備工事を予定している田については、令和８年度まで１回、

１ヶ月以上の水張を実施することが水田活用直接支払交付金の交付要件です。特に令

和８年度以降に基盤整備工事が予定されている田では、暫定水源を確保しポンプアッ

プにより水張を行うことも想定され、農業資材が高騰の一途をたどり農業経営を圧迫

している中、水張を行うため、更に経費がかかることが懸念されるため、水張に取り

組む農業者を支援するため、同事業を令和 5年度に新設したところです。同事業につ

いては、国の定める水張の期限である令和８年度まで当該事業を継続する予定です。 

 

 

２ 収量増に向けての取り組みについて 

 

農林水産省は令和 6年度より、交付金に依存する農業の構造転換を図るため、水田活

用の直接支払交付金の単価の見直しを検討し、飼料作物・麦・大豆の生産性向上を図

るため、地域ごとに単位収量の基準を新たに設け、基準単収に満たない場合は、交付

金を支払わない、もしくは減額する等の検討を進めています。 

輸入農作物に対する国産農作物の販売競争力を維持するためにも、農業者への交付金

は継続すべきでありますが、わが国の財政状況を鑑みましても、将来的に交付金単価

に左右されない農業経営を目指す必要があります。そのためには、JA・農業改良普及

センターの指導による農作物の収量及び品質の向上を図る取り組みが不可欠です。 

 

（１） 土壌診断結果に基づいた実効性のある肥培管理技術の徹底 

収量及び品質の向上を図るためには、土壌診断を受け、適正な施肥設計が不可欠です。 

厚真町の土壌は火山放出未熟度が多く、全国的に見ても稀な地域特性を持ち合わせて

います。このことから、土壌の化学性、物理性、生物性を改善し、理想とする土づく

りに取り組むために、JA・農業改良普及センターの指導により、土壌診断事業を効果

的に活用することを推進する必要があります。 

 

（２） 耕畜連携による堆肥等利用の拡大・確保 

農産物の生産性向上に向けて堆肥等の活用は欠くことのできない要素の一つであり

ます。堆肥等により保肥力を向上させることで、化学肥料を減肥することにもつなが

ります。肥料価格をはじめとするコスト増加への対策や環境負荷軽減への対応を踏ま

え、堆肥等の有効的な活用を推進する必要があります。 

畜産農家の家畜排せつ物を適正堆肥化し、特殊肥料として地域内の耕種農家に循環さ

せることで、有機質成分を補い、地力向上に繋げることが可能となります。耕種・畜

産農家間の流通コーディネートを行うことにより、地域資源の循環を推進する必要が

あります。 

将来的には、農業者が施肥しやすく、かつ近隣住民への影響の少ない堆肥形態及びコ

ントラ機能の構築等による堆肥施肥作業等の効率化についても検討していく必要が
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あります。 

 

（３） 収量増を目指した先進的な肥培管理技術の研究について 

 JA とまこまい広域と東京農業大学が連携し、令和 4 年度から令和 6 年度の 3 年間

をかけて、厚真町の農業者のほ場で秋まき小麦の収量増を目的とした実証研究を行っ

ています。少量多回分肥法による施肥を実施し、厚真町の平均収量の倍以上を収穫す

る実績を記録しています。この研究は厚真町の元気な農家チャレンジ支援事業により

研究費を支援しています。 

 ほ場条件によって、適正な肥培管理技術は多岐に渡りますが、土壌診断、堆肥利用

の拡大と同時並行で、収量増・品質増を目指した肥培管理技術の研究を推進する必要

があります。 

 

 

３ 農業人口減少社会における持続可能な農業経営について 

  

厚真町の農家戸数は、全国の例にもれず厚真町の農業人口は減少傾向にあり、平成２

３年度の農家戸数３８２戸に対し令和２年度の農家戸数２８５件と、１年で約１０戸、

１０年間で約１００戸減少しています。農家一戸あたりの平均経営面積は令和２年度

１６ha であり、20ha 以上の農家が増加傾向にあります。しかし、農家１戸あたりの

農業従事者数は１．８人と夫婦以下であるのが現状です。 

厚真町の避けては通れない喫緊の課題として、少ない農業従事者で、効率よく農業経

営を継続するために、以下のことを地域で検討していく必要があります。 

 

（１） １０年後の農地利用を見据えた人・農地プランの重要性について 

農業経営基盤強化促進法の一部改正に基づき、令和６年度は、地域の目指すべき農地

利用の姿を明確化する「人・農地プラン（地域計画）」の策定年です。 

農業人口の減少しつつある中、少ない従事者数でも広い面積を効率よく耕作ができる

ように、１０年後の農地利用について、地域の担い手や後継者が地続きで拡大できる

ように、交換分合を含めた地域協議の重要性が増してまいります。 

 

（２） 新規就農者の育成について 

 農業人口の減少に歯止めをかけることは、喫緊の重要課題であり、厚真町は平成３

０年度に厚真町農業担い手育成センターを設置し、町外からの移住を伴う異業種から

の新規就農者の獲得に力を入れています。 

当センターでは、小規模な農地で就農が可能な、ほうれん草・イチゴを中心した施設

園芸作物を中心とし栽培指導を行い、令和５年４月時点では、１３名の新規就農者を

輩出する予定です。（平成２５年度以降の農業支援員を含めると１８人） 

独立後も、サポートチームの技術支援及び、農業後継者育成総合対策事業・新規就農

者育成総合対策事業の実施等の経済的支援により、経営が軌道にのるまで、技術面・

資金面で手厚いサポートを行うことにより高い定着率を目指します。 

新規就農者が研修終了後に小規模な農地から耕作を円滑に開始できるように農地提

供についても、地域の農業者・地権者と農業関係機関が共通の認識を持って地域の農

地利用を検討し続けていくことが求められます。 
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（３） スマート農業の普及推進について 

 少ない農業従事者数で大規模な農地を耕作していくためには、前述の地続きでの農

地拡大に加えて、スマート農業技術の導入による作業の効率化・省力化を図る必要が

あります。 

 厚真町では平成２８年度より RTK－GNS 基地局を開設し、スマート農業推進事業に

より、自動操舵や農業用ドローンの普及を推進してきました。 

 令和４年度はハウス内環境管理システム、令和５年度は水田の水管理システムと新

技術の導入を推進します。 


